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令和２年度私立学校振興費（特色ある幼児教育等振興費）補助金のうち「幼児教育の質の 

向上のための緊急環境整備（新型コロナウイルス感染症対策）事業」に係る事業計画調書 

の提出について（通知） 

 このことについて、今年度における標記補助金の算定のため、貴法人が設置する学校に係る事業計

画がある場合は、下記により調書等を作成の上、提出願います。 

 

記 

１ 対象事業 

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備（新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必

要となる保健衛生用品（子供用マスク、消毒液、空気清浄機等）の購入、並びに、幼稚園等の消毒

（令和２年度に実施する分に限る。）） 

２ 対象法人 

  幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）の設置者（幼保連携型認定こども園は対象外） 

  ただし、令和２年３月 19 日付け学第 895 号の需要調査において、交付希望している設置者に限

る。 

３ 提出書類（※幼稚園等ごとに作成すること。） 

(1) 事業計画調書の提出について（別紙様式１） 

(2) 幼児の教育の質の向上のための緊急環境整備（新型コロナウイルス感染症対策）事業計画調書

（別紙７） 

４ 提出期限 

令和２年５月 29日（金）【必着】  

５ 留意事項 

(1) 事業計画書の作成に当たっては、別添「教育支援体制整備事業費交付金交付要綱」、「教育支援

体制整備事業費交付金実施要領」及び「ＦＡＱ」を参照願います。 

(2) 園児以外の者に係る経費は対象外となります。（例：大人用マスク） 

(3) 保健衛生用品の購入が難しい状況であることから、年度途中の事業計画変更に対応する予定で

す。 



 

(4)  令和２年３月19日付け学第895号の需要調査における交付希望額を超える事業計画は可能で

すが、補助上限額は、１施設当たり 500,000円です。 

(5) 今回は、対象経費の根拠資料（見積書、契約書等）の添付は不要ですが、事業計画変更時又は

事業完了時には提出が必要となります。 

≪参考：証ひょう書類について≫ 

○ 基本は、見積書、納品書、請求書及び領収書を添付すること。 

○ 領収書がレシート型である場合、「品代」・「○○他代」のみ記載されている場合は、商品名等 

が記載された明細書を添付すること。 

 (6) その他の事業については、別途通知します。 

 

６ 手指消毒用エタノール調達に係る供給について 

手指消毒用エタノールについては、厚生労働省において、優先供給が可能なスキームがあること

から、今後、この優先供給スキームを活用し、当課において各私立幼稚園に対し購入希望調査を行

い、国へ供給の申し出を行う予定です（通知は別途）。 

よって、各私立幼稚園が独自に調達を行うもののほか、この優先供給スキームを活用し、手指消

毒用エタノールを購入する費用について本事業を活用することが可能です。 
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